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会計監査人の状況
1．名称 監査法人日本橋事務所

2．報酬等の額
支払額（百万円）

（1）当期に係る会計監査人の報酬等の額 60
（2）当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 85
（注）1．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬

等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、（1）の報酬等の額にはこれらの合計額を
記載しております。

2．監査役会は、会計監査人の報酬等の額について、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び
報酬見積り算出根拠等が適切であると判断し、これに同意いたしました。

3．当社の重要な子会社のうち、Citizen Watch Company of America, Inc.はKPMG LLP、星辰表（香港）有
限公司はPHILIP LEE & CO., CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTSによる連結決算に必要な監査を受けて
おります。

3．会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合

は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役
は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いた
します。
また、監査役会は、上記の場合のほか、会計監査人の監査品質、監査実施の有効性及び効率性、継続

監査年数等を勘案し、会計監査人として適当でないと判断した場合は、会計監査人の解任または不再任
に関する議案の内容を決定いたします。
なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合

は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会
はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
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会社の体制及び方針
業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

（1）当社の業務の適正を確保するための体制の整備についての決定内容の概要

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制

1) 当社は、原則として毎月1回取締役会を開催し、重要な業務執行その他の事項を決定する
ほか、取締役の職務の執行を監督する。

2) 当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款その他の社内規程に適合し、
かつ、社会的責任を果たすため、当社グループの統一した行動規範としてシチズングループ
行動憲章（以下「行動憲章」という。）を定め、CSR室を設置し、行動憲章を当社グループの
取締役及び使用人に周知徹底してコンプライアンスに対する知識や意識を高め、コンプライ
アンスの推進を図る。

3) 当社は、社内通報制度を設け、法令違反または不正行為による不祥事の未然防止及び早期
発見並びに自浄作用の向上を図る。

4) 取締役社長が直轄する監査室を設置し、監査計画に基づき当社グループにおける業務執行
が法令及び社内規程に適合しているか否かの監査を実施する。

5) 社会の秩序や健全な事業活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然たる態度で対応
することを行動憲章等に明記し、警察等の外部関係機関と連携し反社会的勢力との関係を一
切遮断する体制の整備及び強化を図る。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理等に関する体制
1) 株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録、稟議書その他取締役の職務の執行に
係る情報については、法令及び定款、取締役会規則、経営会議規程、稟議規程その他の社内
規程で定めるところにより、適切に保存し、管理する。

2) 取締役の職務の執行に係る情報の開示については、情報管理統括責任者及び情報管理担当
部署を設けるなど、取締役、監査役、株主、債権者及びその他の利害関係者から情報の開示
を求められたときに法令及び定款、シチズングループ情報管理およびインサイダー取引防止
に関する規則その他の社内規程に基づき適時かつ適正に開示できる体制を整備し、維持する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1) 取締役会の決議事項、取締役社長または担当取締役の決裁事項などで、当社グループにお
ける重要な経営判断等に係る経営戦略リスクについては、経営会議規程、関係会社管理規程、
行動憲章、経営方針・経営計画等に基づき経営会議において慎重に審議することなどによっ
て適切に管理する。

2) 上記1)のほか、当社グループにおける業務の過程、取締役及び使用人の活動、システム、
外生的な事象等に係る業務リスクについては、グループリスクマネジメント基本規程等に基
づき業務リスクマネジメントを行うことなどによって適切に管理する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1) 当社は、経営会議を設け、取締役会の決議事項その他経営上の重要な事項について、十分
な議論を尽くし審議する。

2) 取締役会における意思決定に当たっては、十分かつ適切な情報を各取締役に提供する。
3) 社内規程、取締役会決議等によって各取締役の担当業務、権限及び責任を明確にし、職務
の執行が円滑かつ効率的に行われる体制を整備する。
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⑤ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
1) 当社は、関係会社管理規程等に基づき、子会社の経営体制及び内部統制システムの整備に
関する管理または指導を行う。

2) 当社グループの個別の事業活動については、当社が策定した経営方針・経営計画を周知徹
底し、グループ会社の権限と責任を明確にした上で、グループ会社が各事業の業界特性等を
踏まえた自立的な経営を行う。

3) 経営会議その他グループ会社で構成する会議または連絡会等を開催し、当社グループにお
ける事業に関する重要な事項について情報の共有と連携を図る。

4) 子会社の事業が適正に行われているかどうかについて、事業統括経営会議、時計グループ
統括会議等において子会社から定期的に報告を求めるとともに、監査室の監査等によるモニ
タリングを行う。

⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
1) 監査役から職務を補助すべき使用人を置くことの求めがあるときは、監査役の職務を補助
するための十分な能力を有した監査役スタッフを置く。

2) 上記1)の求めに応じ監査役スタッフを置く場合、その独立性を確保するため、当該監査役
スタッフは、監査役の指揮命令の下、監査役の職務の補助を専従して行うものとし、その任
命、解任その他の人事異動、人事評価及び懲戒処分については、監査役会の事前の同意を得
る。

⑦ 監査役への報告に関する体制
1) 取締役は、当社グループの事業または組織に重大な影響を及ぼす決定及び内部監査の結果
について、その内容を遅滞なく監査役会に報告する。

2) 取締役は、当社グループの業務執行に関し法令もしくは定款、行動憲章その他の社内規程
に違反する重大な事実、当社グループの業務執行に関する重大な不正行為またはこれらの発
生するおそれがある事実その他当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発
見したときは、直ちに監査役会に報告する。

3) 当社の使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人が上記2)に掲げる事実を知ったと
きは、当社の使用人及び子会社の監査役にあっては直接に、当社の子会社の取締役及び使用
人にあっては当該子会社の監査役を通じてまたは直接に、当該事実を当社の監査役に報告で
きるものとする。

4) 上記1)から3)までのほか、当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使
用人は、監査役の求めに応じ、事業の報告を適時かつ適正に行う。

5) 監査役会または監査役に上記1)から4)までに掲げる報告をした者が当該報告をしたことを
理由として不利な取扱いを受けないものとし、社内規程の整備その他の必要な措置を講ずる。

⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1) 取締役会、経営会議その他の重要な会議への監査役の出席を確保する。
2) 上記1)のほか、監査役が公正不偏の態度及び独立の立場を保持しつつ、代表取締役と監査
役との間の定期的な意見交換会その他の方法によって監査役とグループ会社の取締役、監査
役及び使用人その他の者との意思疎通を図り、監査役の職務の遂行に必要な情報の収集及び
監査の環境の整備に協力する。

3) 監査役の職務の執行について生ずる費用または債務については、法令及び社内規程に定め
るところにより適切に処理する。
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（2）当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

① コンプライアンス体制
当社グループの統一した行動規範としてシチズングループ行動憲章を定め、当社グループ

の取締役及び使用人に周知徹底してコンプライアンスに対する知識や意識を高め、コンプラ
イアンスの推進を図っております。また、CSRや企業倫理に関する認知状況を把握するため、
毎年、当社グループの取締役及び使用人を対象にCSR意識調査を行っております。

② 効率的な職務執行体制
原則として経営会議を毎月2回開催し、取締役会の決議事項、取締役社長の決裁事項その

他経営上の重要な事項について、十分な議論を尽くし審議しております。また、取締役会へ
の付議事項や決裁基準を定め、各取締役の担当業務、権限及び責任を明確にするとともに、
執行役員を選任して業務委嘱を行い、具体的な業務執行の決定に係る権限と責任の配分を実
施して、効率的な職務執行を行っております。

③ 監査役の監査体制
監査役は、取締役会、経営会議その他の重要な会議に出席し、取締役の職務の執行状況及

び重要な意思決定の過程等を把握し、必要に応じて意見を述べました。
監査役は、代表取締役及び会計監査人それぞれとの定期的な意見交換会を実施したほか、

社外取締役との会合により経営の監視についての連携を図っております。監査室及びCSR室
等から、リスクマネジメント体制の整備及びその運用の状況、内部通報制度の運用状況及び
モニタリングの結果等について報告を受け、往査を実施し、必要に応じて説明を求めること
により、当社グループの内部統制システムの整備及びその運用状況を確認しました。監査役
は、当社グループ会社の監査役との連絡体制を整備し、当社グループ会社における取締役の
職務の執行状況等についての情報収集を行っております。
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会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

（1）基本方針の内容
当社グループはその名のとおり、世界の市民「CITIZEN」によりよい製品・サービスを提供する

ことを使命とし、“市民に愛され市民に貢献する” という企業理念のもと、「市民に愛され親しまれる
モノづくり」を通じて世界の人々の暮らしに貢献することによって、企業価値・株主共同の利益の確
保・向上に努めてまいりました。
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、このような当社グループの企業理念や

事業特性を理解したうえで、グループ経営戦略を中長期的視点に立って着実に実行し、当社が今後も
持続的に企業価値・株主共同の利益を確保・向上させていくことを可能とする者でなければならない
と考えております。
当社は、当社に対して大規模買付行為が行われた場合においても、これに応じるべきか否かは、最

終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきであると考えており、大規模買付行為であっても、当社
の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。
しかしながら、現時点における法制度、金融環境を前提とした場合、その目的・手法等から見て、

真摯に合理的な経営を目指すものではなく、会社に回復し難い損害をもたらすもの、株主に株式の売
却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の株主や取締役会が買付けの条件等について検討
し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提示するための十分な時間や情報を提供しないもの、対
象会社が買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの
など、当社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも想定されます。
当社は、このような大規模買付行為を行う者は、例外的に、当社の財務及び事業の方針の決定を支

配する者として適当ではないと考えており、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、当社の企
業価値・株主共同の利益を確保するために、株主の皆様が適切に判断するための必要かつ十分な情報
提供を求め、取締役会の意見等を開示し、株主の皆様が検討するための時間と情報の確保に努める
等、金融商品取引法、会社法その他関係法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。

（2）基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、多数の株主の皆様に、当社の企業価値をご理解いただいたうえで長期的に当社の株式を保

有していただくために、様々な施策を実施してまいりました。
例えば、2022年３月には、2022年度（2023年3月期）から2024年度（2025年3月期）までの

３か年の「中期経営計画2024」（以下、「本中期経営計画」といいます。）を策定しました。
本中期経営計画では、グループ中期経営ビジョン「豊かな未来（とき）をつなぐ」、"Crafting a

new tomorrow"を掲げ、１．事業ポートフォリオの戦略、２．DX戦略の推進及び人財の育成の２
つの重点施策に取り組みました。
また、2025年3月には、2025年度（2026年3月期）から2027年度（2028年3月期）までの3か

年の「中期経営計画2027」を策定しました。詳細は、「Ⅰ．企業集団の現況に関する事項3．対処す
べき課題」に記載のとおりであります。

（3）上記（2）の取組みについての取締役会の判断及びその理由
上記（2）の取組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを直接目的とす

るものであり、結果として基本方針の実現に資するものです。従って、当該取組みは基本方針に沿
い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするもので
はないと判断しております。
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連結計算書類
連結貸借対照表（2025年3月31日現在） （単位：百万円）

勘定科目 金額
資産の部

流動資産

現金及び預金

受取手形及び売掛金

電子記録債権

商品及び製品

仕掛品

原材料及び貯蔵品

未収消費税等

その他

貸倒引当金

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

工具・器具・備品

土地

リース資産

建設仮勘定

無形固定資産

ソフトウェア

その他

投資その他の資産

投資有価証券

繰延税金資産

その他

貸倒引当金

271,950

93,755

53,928

2,969

61,000

26,251

24,018

2,519

8,707

△1,200

143,602

91,621

42,435

19,703

4,797

11,231

6,646

6,807

6,523

5,723

799

45,457

36,993

6,061

2,484

△82

資産合計 415,552

勘定科目 金額
負債の部
流動負債 77,553

支払手形及び買掛金 17,894
電子記録債務 8,018
設備関係支払手形 47
営業外電子記録債務 2,870
短期借入金 15,180
未払法人税等 2,445
未払費用 12,021
賞与引当金 6,368
役員賞与引当金 386
製品保証引当金 1,207
事業再編整理損失引当金 60
その他 11,052

固定負債 73,852
社債 10,000
長期借入金 37,027
繰延税金負債 2,183
事業再編整理損失引当金 2
退職給付に係る負債 16,490
リース債務 6,006
その他 2,140

負債合計 151,405
純資産の部
株主資本 202,688
資本金 32,648
資本剰余金 33,747
利益剰余金 137,961
自己株式 △1,669

その他の包括利益累計額 53,230
その他有価証券評価差額金 11,592
為替換算調整勘定 40,196
退職給付に係る調整累計額 1,441

非支配株主持分 8,228
純資産合計 264,147
負債純資産合計 415,552

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書（2024年4月1日から2025年3月31日まで） （単位：百万円）
勘定科目 金額

売上高 316,885
売上原価 182,334
売上総利益 134,550
販売費及び一般管理費 113,958
営業利益 20,592
営業外収益 4,122

受取利息 1,396
受取配当金 1,154
受取賃貸料 85
持分法による投資利益 940
助成金収入 83
その他 462

営業外費用 1,690
支払利息 353
手形売却損 10
貸与資産減価償却費 37
為替差損 738
その他 550

経常利益 23,024
特別利益 8,248

投資有価証券売却益 7,562
固定資産売却益 616
その他 68

特別損失 1,739
固定資産売却損 10
固定資産除却損 124
減損損失 1,209
投資有価証券評価損 73
事業再編整理損 58
割増退職金 208
その他 53

税金等調整前当期純利益 29,533
法人税、住民税及び事業税 7,355
法人税等調整額 △1,627
当期純利益 23,805
非支配株主に帰属する当期純損失 71
親会社株主に帰属する当期純利益 23,876
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書（2024年4月1日から2025年3月31日まで） （単位：百万円）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2024年4月1日残高 32,648 33,739 124,466 △1,698 189,156

連結会計年度中の変動額

連結子会社株式の
取得による持分の増減 7 7

剰余金の配当 △10,381 △10,381

親会社株主に帰属する当期純利益 23,876 23,876

自己株式の取得 △2 △2

自己株式の処分 0 31 31

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 − 7 13,495 29 13,531

2025年3月31日残高 32,648 33,747 137,961 △1,669 202,688

その他の包括利益累計額
非 支 配
株主持分

純 資 産
合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括
利益累計額合計

2024年4月1日残高 16,561 41,558 382 58,502 8,475 256,134

連結会計年度中の変動額

連結子会社株式の
取得による持分の増減 7

剰余金の配当 △10,381

親会社株主に帰属する当期純利益 23,876

自己株式の取得 △2

自己株式の処分 31

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) △4,969 △1,361 1,058 △5,272 △246 △5,519

連結会計年度中の変動額合計 △4,969 △1,361 1,058 △5,272 △246 8,012

2025年3月31日残高 11,592 40,196 1,441 53,230 8,228 264,147

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１．継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

２．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記
(1) 連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の数 72社

主要な連結子会社の名称は、シチズンマシナリー㈱、シチズンファインデバイス㈱、シチズン・システムズ㈱
及びシチズン電子㈱であります。

② 非連結子会社の状況
主要な非連結子会社の名称は、シチズンカスタマーサービス㈱であります。
連結の範囲から除外した非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等の各合計は、連結計算書類上の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等に対し、いずれ
も僅少であり、全体として連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。

(2) 持分法の適用に関する事項
① 持分法適用の非連結子会社の数 −
② 持分法適用の関連会社の数 1社

持分法適用の関連会社の名称は、Marubeni Citizen-Cincom Inc.であります。
③ 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

持分法を適用していない主要な非連結子会社は、シチズンカスタマーサービス㈱、主要な関連会社は、㈱ヴェ
ルトであります。
持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等からみて、連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がない
ため、持分法の適用範囲から除外しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
① 連結子会社の事業年度の末日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。

12月31日 49社
② 連結計算書類作成にあたっては、連結決算日において連結計算書類作成の基礎となる計算書類を作成するため
に必要とされる決算を行っております。

(4) 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
1）有価証券
・その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの………… 時価法により評価しております（評価差額は全部純資産直入法
により処理し、売却原価は、主として移動平均法により算定し
ております。）。

市場価格のない株式等……………………… 移動平均法による原価法により評価しております。
2）デリバティブ

時価法により評価しております。
3）棚卸資産

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によ
り評価しております。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
1）有形固定資産（リース資産を除く。）は定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。
建物及び構築物 2〜60年
機械装置及び運搬具 1〜10年

2）無形固定資産（リース資産を除く。）は定額法を採用しております。
3）リース資産は定額法を採用しております。
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③ 重要な繰延資産の処理方法
社債発行費
発生年度に一括償却しております。

④ 重要な引当金の計上基準
1）貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、当社及び国内連結子会社は一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
また、在外連結子会社については、個別の債権の回収可能性を勘案した所要見積額を計上しております。

2）賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、当社及び連結子会社の一部は、支給見込額基準により計上しております。

3）役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、当社及び連結子会社の一部は、支給見込額基準により計上しております。

4）製品保証引当金
一部の連結子会社では、製品のアフターサービス等に要する費用の引当として、売上高の一定割合を計上して

おります。
5）事業再編整理損失引当金
事業の再編に伴い発生する費用及び損失に備えるため、その発生見込額を計上しております。

⑤ 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループは、主に時計事業、工作機械事業、デバイス事業及び電子機器他事業における製品の製造販売を

行っております。
製品の販売による収益は、主に製品の引渡時点において支配が顧客に移転することにより履行義務が充足され

ると判断しており、当時点において収益を認識しております。
取引価格については、顧客との契約において約束された対価から、将来予想される返品、リベート等の変動対

価を控除した金額で算定しております。
変動対価の見積りについては、過去の実績及び当連結会計年度末現在で入手可能な情報に基づき行っており、

期末日ごとに再評価しております。
なお、時計事業においては、会員制点検サービスの役務の提供を行っております。当該サービスについては、

製品の販売に係る履行義務とサービスに係る履行義務を識別し、それぞれの履行義務を充足した時点で収益を認
識しております。これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、概ね1年以内に支払いを受けているため、
重要な金融要素は含んでおりません。

⑥ 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。
なお、在外連結子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期

中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて
計上しております。

⑦ その他連結計算書類作成のための重要な事項
1）退職給付に係る会計処理の方法
・退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、

給付算定式基準によっております。
・数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（原則として5年による定率法）により発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（原則として5年

による定率法）により費用処理しております。
２）法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社及び一部の国内連結子会社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用

する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及
び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
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３．会計方針の変更
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改
正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20−

３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65−２項(2)ただし書きに定める経過的な取
扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計算書類に

おける取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しており
ます。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。

４．会計上の見積りに関する注記
(1) 固定資産の減損損失
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（百万円）
科目名 金 額

減損損失 1,209
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループでは、固定資産の市場価格及びその資産を使用した営業活動から生じる損益等から減損の兆候が
あると判定された資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシ
ュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として
計上しております。回収可能価額には正味売却価額と使用価値のいずれか高い方を用いております。正味売却価
額については、合理的に算定された価額により評価しております。使用価値については、将来キャッシュ・フロ
ーの割引現在価値として算定しております。将来キャッシュ・フローは取締役会等によって承認された事業計画
や将来の市場予測等をもとに算定しております。
減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定にあたっては慎重に検討しておりますが、事業計画や市場環境の

変化により、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な
影響を与える可能性があります。

(2) 棚卸資産の評価
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（百万円）
科目名 金 額

商品及び製品 61,000
仕掛品 26,251
原材料及び貯蔵品 24,018

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループの棚卸資産のうち主なものは時計事業に関する棚卸資産であり、その評価方法は総平均法による

原価法（貸借対照表価額については収益性低下に基づく簿価切下げの方法）により評価しております。棚卸資産
の正味売却価額が帳簿価額を下回った場合は、帳簿価額を正味売却価額まで減額し、当該減少額を棚卸資産評価
損として売上原価に計上しております。また、営業循環過程から外れた滞留品又は処分見込み等の棚卸資産につ
いては、製品の品目ごとに一定の経過年数に応じて評価減割合を設定し、規則的に帳簿価額を切下げる方法を採
用しております。
当該見積りは、社内の在庫処分ルール及び過去の実績データ等をもとに見積もられたものですが、市場環境の

変化等による影響を受けるため、不確実性を伴い、棚卸資産の評価に用いた仮定等の見直しが必要となった場合、
翌連結会計年度の連結計算書類に計上される棚卸資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

５．連結貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 238,036百万円
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６．連結損益計算書に関する注記
当連結会計年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

場 所 用 途 種 類

日本
什器、オプトデバイス製造設備、健
康機器製造設備、建設仮勘定、ソフ
トウェア等

工具・器具・備品、機械装置及び運搬具、
建設仮勘定、ソフトウェア等

スイス 腕時計製造設備等 機械装置及び運搬具等

中国 オプトデバイス製造設備、
健康機器製造設備等 機械装置及び運搬具、工具・器具・備品

香港 オプトデバイス製造設備等 機械装置及び運搬具、工具・器具・備品

当社グループは、原則として管理会計上の事業区分に基づく事業部単位をキャッシュ・フローを生み出す最小
の単位とし、グルーピングを行っております。なお、一部の連結子会社については規模に鑑み、会社単位を基準
としてグルーピングを行っております。また、本社等、特定事業との関連が明確でない資産については共用資産
としております。
当連結会計年度は、今後使用見込みのない資産、収益性の悪化した事業の資産について、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失（1,209百万円）として特別損失に計上しました。その主な内訳は、機
械装置及び運搬具583百万円、建設仮勘定336百万円、工具・器具・備品152百万円、ソフトウェア115百万円
であります。
なお、回収可能価額は、正味売却価額または使用価値を基に算定しております。正味売却価額については合理

的に算定された価額により評価し、使用価値については将来キャッシュ・フローを主として10％で割り引いて算
出しております。

７．連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 発行済株式総数に関する事項

株式の種類 当 連 結 会 計 年 度
期首の株式数 (株 )

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数 （株）

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数 （株）

当連結会計年度末の
株 式 数 （株）

普通株式 246,000,000 − − 246,000,000
(2) 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等
1）2024年6月25日開催の第139期定時株主総会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 4,885百万円（役員報酬BIP信託が保有する当社の株式に対する配当金8百万円が含ま

れております。）
・1株当たり配当金額 20円
・基準日 2024年3月31日
・効力発生日 2024年6月26日
2）2024年11月11日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 5,496百万円（役員報酬BIP信託が保有する当社の株式に対する配当金8百万円が含ま

れております。）
・1株当たり配当金額 22円50銭
・基準日 2024年9月30日
・効力発生日 2024年12月5日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌連結会計年度になるもの
2025年6月25日開催予定の第140期定時株主総会において次のとおり付議いたします。
・配当金の総額 5,496百万円（役員報酬BIP信託が保有する当社の株式に対する配当金8百万円が含

まれております。）
・配当の原資 利益剰余金
・1株当たり配当金額 22円50銭
・基準日 2025年3月31日
・効力発生日 2025年6月26日
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８．金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達は主に銀行等金融機関からの借入や社
債発行によっております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、当社グループに属する各社の債権管理に関する規程に沿ってリ

スクの低減を図っております。
また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権に係る為替変動リスクは、同じ外貨建ての営業債務

の範囲内にあるものを除き、一部の為替変動リスクに対して、先物為替予約を利用してヘッジしております。
投資有価証券は主として株式であり、定期的に時価や発行体の財務状況を把握しております。
借入金及び社債の使途は主に運転資金、長期債務の借り換え及び戦略投資であります。
デリバティブ取引は各社の内部管理規程に従い、為替変動リスクを回避するためのみに利用しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項
2025年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：百万円）
連 結 貸 借 対
照 表 計 上 額 時 価 差 額

① 投資有価証券（注2）
その他有価証券 20,413 20,413 −

資 産 計 20,413 20,413 −
② 社債（1年内返済予定を含む） 10,000 9,747 △253
③ 長期借入金（1年内返済予定を含む） 52,037 51,250 △787

負 債 計 62,037 60,997 △1,040
デリバティブ取引（注3） (13) (13) −
（注）1．「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」、

「営業外電子記録債務」及び「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるた
め時価が帳簿価格に近似するものであることから、記載を省略しております。

2．市場価格のない株式等は、「① 投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対
照表計上額は、以下のとおりであります。

区分 当連結会計年度（百万円）
非上場株式 16,580

3．デリバティブ取引によって生じた正味の債権及び債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
る項目については、（ ）で示しております。

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類

しております。
レベル1の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算

定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係

るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す

るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
当連結会計年度（2025年3月31日）

区 分
時 価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合 計
投資有価証券
その他有価証券
株式 20,413 − − 20,413

デリバティブ取引
通貨関係 − 8 − 8

資産計 20,413 8 − 20,421
デリバティブ取引
通貨関係 − 21 − 21

負債計 − 21 − 21

② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当連結会計年度（2025年3月31日）

区 分
時 価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合 計
社債 − 9,747 − 9,747
長期借入金 − 51,250 − 51,250

負債計 − 60,997 − 60,997
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

1．投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価を
レベル1の時価に分類しております。

2．デリバティブ取引
為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定してお
り、レベル2の時価に分類しております。

3．社債
当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額と、当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基
に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

4．長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引
現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
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９．収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）
時計事業 工作機械事業 デバイス事業 電子機器他事業 合 計

日本 28,880 14,481 23,196 13,855 80,413
アジア 34,024 25,456 11,109 3,863 74,454
アメリカ 80,538 6,766 2,081 2,501 91,887
欧州 31,284 26,754 4,071 4,669 66,781
その他 2,390 859 5 30 3,286
顧客との契約から
生じる収益 177,119 74,318 40,464 24,921 316,823

その他の収益 2 − − 59 61
外部顧客への売上高 177,121 74,318 40,464 24,981 316,885

（注）その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）に基づく収益等であります。

(2) 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「２．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(4)会計方針に関する事項 ⑤重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度
末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情
報
① 契約負債の残高

（単位：百万円）
当連結会計年度

契約負債 1,209
契約負債は、連結貸借対照表上、流動負債の「その他」に含まれております。契約負債は、主に製品の販売に

かかる取引の対価を製品の引渡前に前受金として受領する場合及び時計事業の会員制点検サービスにおける取引
の対価を製品販売時に一括で前受けにより受領している場合等に認識しております。契約負債は、収益の認識に
伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、1,188百万円であ

ります。
② 残存履行義務に配分した取引価格

当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想さ
れる契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。残存履行義務に配分した取引価格の総額
及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。

（単位：百万円）
当連結会計年度

1年以内 92
1年超 374
合 計 467

10．1株当たり情報に関する注記
1株当たり純資産額 1,049円41銭
1株当たり当期純利益 97円91銭
（注）1株当たり純資産額は期末の発行済株式総数から期末の自己株式数及び期末の役員報酬BIP信託の保有に係る

当社株式数を控除した株式数を用いて算定し、1株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数から期中平均
自己株式数及び役員報酬BIP信託の保有に係る期中平均の当社株式数を控除した株式数を用いて算定しており
ます。
なお、当連結会計年度における役員報酬BIP信託の保有に係る期中平均の当社株式数は413,318株、期末の当
社株式数は399,810株であります。
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11．その他の注記
(1) 追加情報

（業績連動型株式報酬制度）
① 取引の概要

当社の取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く。以下「取締役」といいます。）を対象に、取締役の
報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高め
ることを目的として、業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）を導入しております。
本制度では、役員報酬BIP（Board Incentive Plan）信託（以下「BIP信託」といいます。）と称される仕

組みを採用しております。BIP信託とは、米国の業績連動型株式報酬（Performance Share）制度及び譲渡
制限付株式報酬（Restricted Stock）制度と同様に、役位や会社業績指標等の達成度に応じて、当社株式及
び当社株式の換価処分金相当額の金銭を取締役に交付及び給付するものであります。

② 信託に残存する当社株式
信託に残存する当社株式は、純資産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末における

当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、255百万円、399,810株であります。
(2) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。ただし、各比率、1株当たり純資産額及び1株当たり当期
純利益については、表示桁未満の端数を四捨五入して表示しております。
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計算書類
貸借対照表（2025年3月31日現在） （単位：百万円）

勘定科目 金額
資産の部

流動資産 89,395

現金及び預金 25,385

受取手形 76

電子記録債権 168

売掛金 11,087

製品 14,196

仕掛品 235

原材料 266

未収消費税等 838

短期貸付金 32,944

未収入金 3,521

その他流動資産 1,254

貸倒引当金 △580

固定資産 146,471

有形固定資産 13,971

建物及び構築物 9,229

機械装置 1,076

車両・運搬具 0

工具・器具・備品 203

土地 3,357

リース資産 1

建設仮勘定 102

無形固定資産 2,280

ソフトウェア 2,273

その他無形固定資産 7

投資その他の資産 130,219

関係会社株式 100,400

投資有価証券 29,489

長期前払費用 164

その他投資 244

貸倒引当金 △78

資産合計 235,867

勘定科目 金額
負債の部
流動負債 52,586

買掛金 8,230
電子記録債務 1,669
営業外電子記録債務 432
1年内返済予定の長期借入金 15,000
未払金 1,276
未払費用 2,196
未払法人税等 885
預り金 20,223
賞与引当金 931
役員賞与引当金 93
事業再編整理損失引当金 2
その他流動負債 1,645

固定負債 51,207
社債 10,000
長期借入金 37,000
繰延税金負債 771
退職給付引当金 3,170
役員株式給付引当金 206
事業再編整理損失引当金 2
資産除去債務 25
長期リース債務 0
長期未払法人税等 29

負債合計 103,793
純資産の部
株主資本 120,608
資本金 32,648
資本剰余金 36,029
資本準備金 36,029
その他資本剰余金 0

利益剰余金 53,599
その他利益剰余金 53,599
圧縮積立金 285
繰越利益剰余金 53,313

自己株式 △1,669
評価・換算差額等 11,464
その他有価証券評価差額金 11,464

純資産合計 132,073
負債純資産合計 235,867

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書（2024年4月1日から2025年3月31日まで） （単位：百万円）
勘定科目 金額

売上高 95,268
売上原価 71,818
売上総利益 23,449
販売費及び一般管理費 23,477
営業損失 28
営業外収益 20,656

受取利息 231
受取配当金 20,362
受取賃貸料 25
その他 38

営業外費用 753
支払利息 287
手形売却損 10
貸倒引当金繰入額 53
シンジケートローン手数料等 96
為替差損 257
その他 47

経常利益 19,875
特別利益 7,624

固定資産売却益 56
投資有価証券売却益 7,562
事業再編整理損失引当金戻入額 4

特別損失 2,595
固定資産売却損 0
固定資産除却損 35
減損損失 191
関係会社株式評価損 2,367

税引前当期純利益 24,904
法人税、住民税及び事業税 1,729
法人税等調整額 △242
当期純利益 23,417
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書（2024年4月1日から2025年3月31日まで） （単位：百万円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金
合 計

そ の 他 利 益 剰 余 金
利益剰余金
合 計圧縮積立金 繰越

利益剰余金

2024年4月1日残高 32,648 36,029 − 36,029 285 40,277 40,563

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △10,381 △10,381

当期純利益 23,417 23,417

自己株式の取得

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 − − 0 0 − 13,036 13,036

2025年3月31日残高 32,648 36,029 0 36,029 285 53,313 53,599

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

自 己 株 式 株主資本合計 その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

2024年4月1日残高 △1,698 107,543 16,403 16,403 123,946

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △10,381 △10,381

当期純利益 23,417 23,417

自己株式の取得 △2 △2 △2

自己株式の処分 31 31 31

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額) △4,939 △4,939 △4,939

事業年度中の変動額合計 29 13,065 △4,939 △4,939 8,126

2025年3月31日残高 △1,669 120,608 11,464 11,464 132,073

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１．継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

２．重要な会計方針に関する注記
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式…………… 移動平均法による原価法により評価しております。
② その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの……… 時価法により評価しております（評価差額は全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）。

市場価格のない株式等…………………… 移動平均法による原価法により評価しております。
(2) デリバティブの評価基準

時価法により評価しております。
(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により評価しております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。
建物及び構築物 3〜50年
機械装置 1〜10年

② 無形固定資産（リース資産を除く。）
定額法を採用しております。

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年

数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(5) 引当金の計上基準
① 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額基準により計上しております。

③ 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額基準により計上しております。

④ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業

年度末において発生していると認められる額を計上しております。なお、当社は退職給付信託を設定しておりま
す。
1) 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給
付算定式基準によっております。

2) 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（5年）による定率法により、発生の翌事業年度より費用処理しております。
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による

定率法により費用処理しております。
⑤ 役員株式給付引当金

株式交付規程に基づく取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く。）に対する当社株式の給付に備えるため、
当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

⑥ 事業再編整理損失引当金
事業再編に伴い発生する費用及び損失に備えるため、その発生見込額を計上しております。
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(6) 重要な収益及び費用の計上基準
当社は、主に時計製品の製造販売を行っております。製品の販売による収益は、主に製品の引渡時点において支

配が顧客に移転することにより履行義務が充足されると判断しており、当時点において収益を認識しております。
また、会員制点検サービスの役務の提供を行っており、当該サービスについては、製品の販売に係る履行義務とサ
ービスに係る履行義務を識別し、それぞれの履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

(7) 繰延資産の処理方法
社債発行費
発生年度に一括償却しております。

(8) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類

におけるこれらの会計処理方法と異なっております。

３．会計方針の変更
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正

会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20−３項ただし書きに定める経過的な取扱

いに従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。

４．会計上の見積りに関する注記
(1) 固定資産の減損損失
① 当事業年度の計算書類に計上した金額

（百万円）
科目名 金 額

減損損失 191
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

「連結注記表 ４．会計上の見積りに関する注記 (1)固定資産の減損損失」に記載した内容と同一であります。
(2) 棚卸資産の評価
① 当事業年度の計算書類に計上した金額

（百万円）
科目名 金 額

製品 14,196
仕掛品 235
原材料 266

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「連結注記表 ４．会計上の見積りに関する注記 (2)棚卸資産の評価」に記載した内容と同一であります。

５．貸借対照表に関する注記
(1) 関係会社に対する短期金銭債権は43,761百万円、関係会社からの短期金銭債務は27,967百万円であります。
(2) 有形固定資産から控除した減価償却累計額は29,216百万円であります。
(3) 保証債務
関係会社の不動産賃貸借契約に対する保証 41百万円
関係会社の電子債権取引に係る支払に対する併存的債務引受 1,026百万円

６．損益計算書に関する注記
(1) 関係会社に対する売上高は49,745百万円であります。
(2) 関係会社からの仕入高は78,408百万円であります。
(3) 関係会社とのその他の営業取引の取引高は18,955百万円であります。
(4) 関係会社との営業取引以外の取引高は19,689百万円であります。
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７．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

株式の種類 当期首の株式数(株) 当期増加株式数(株) 当期減少株式数(株) 当期末の株式数(株)
普通株式 2,178,601 2,659 49,530 2,131,730

（注）1．自己株式数の増加2,659株は、単元未満株式の買取による増加であります。
2．自己株式数の減少49,530株は、役員報酬BIP信託による取締役であった者への当社株式の交付及び売却
による減少49,444株及び単元未満株式の買増請求による減少86株であります。

3．当期首の株式数には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式449,254株が含まれております。
4．当期末の株式数には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式399,810株が含まれております。

８．税効果会計関係に関する注記
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳

繰延税金資産
関係会社株式及び投資有価証券 16,458百万円
退職給付引当金 1,564百万円
減価償却資産 1,101百万円
繰越欠損金 908百万円
その他 1,956百万円
繰延税金資産小計 21,990百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注） △634百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △18,572百万円
評価性引当額 △19,207百万円
繰延税金資産合計 2,783百万円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △3,424百万円
その他 △130百万円
繰延税金負債合計 △3,555百万円
繰延税金負債の純額 △771百万円

（注）税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 （百万円）

1年以内 1年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内 5年超 合 計

税務上の
繰越欠損金（※） − − − − 13 894 908

評価性引当額 − − − − − △634 △634

繰延税金資産 − − − − 13 260 273

※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(2) 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示

に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこ
れらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

９．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「２．重要な会計方針に関する注記 (6)重要な収

益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
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10．関連当事者との取引に関する注記

属 性 会 社 等 の 名 称 議決権等の所有
(被所有)割合

関 係 内 容
取 引 の 内 容 取引金額

(百万円) 科 目 期末残高
(百万円)役員の

兼任等 事業上の関係

子会社 シチズン時計マニュファク
チャリング株式会社

所 有
直接100％

兼 任
1 名 当社製品の製造

製品の購入(注1)
原材料の代理購買(注1)
資金の回収（注2、3）

35,905
9,633
742

買掛金
未収入金
短期貸付金

3,486
1,161
7,082

子会社 新 星工業有限公司 所 有
直接100％

兼 任
1 名 当社製品の製造 製品の購入(注1)

原材料の代理購買(注1)
14,717
3,073

買掛金
未収入金

1,188
833

子会社 Civis Manufacturing Limited 所 有
直接100％

兼 任
1 名 当社製品の製造 製品の購入(注1)

原材料の代理購買(注1)
15,797
1,960

買掛金
未収入金

1,022
385

子会社 Royal Time Citi Co., Ltd. 所 有
直接87.44％ ー 当社製品の製造 製品の購入(注1)

原材料の代理購買(注1)
10,175
1,952

買掛金
未収入金

497
544

子会社 Citizen Watch Company
of America, Inc.

所 有
直接100％ ー 当社製品の販売 製品の販売(注1)

受 取 配 当 金
21,809
6,012

売掛金
ー

2,603
ー

子会社 Frederique Constant Holding SA 所 有
直接100％

兼 任
1 名

事 業 活 動 の
支 配 ・ 管 理 資金の貸付（注2） 872 短期貸付金 2,551

子会社 シチズンマシナリー
株 式 会 社

所 有
直接100％

兼 任
2 名

事 業 活 動 の
支 配 ・ 管 理
不動産の賃貸等

受 取 配 当 金
資金の貸付（注2、3）

3,645
5,812

ー
短期貸付金

ー
19,405

子会社 シチズン電子株式会社 所 有
直接79.33％

兼 任
2 名

事 業 活 動 の
支 配 ・ 管 理 資金の貸付（注2、3） 1,503 預り金 11,219

子会社 株 式会社東京美術 所 有
直接71.86％

兼 任
2 名

事 業 活 動 の
支 配 ・ 管 理 資金の回収（注2、3） 205 預り金 3,686

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
1．製品の購入及び販売並びに原材料の代理購買は、市場価格等を勘案し、価格交渉のうえ、決定しております。
2．資金の貸付及び回収に係る金利については、市場金利を勘案して決定しております。
3．資金の貸付及び回収による取引金額は、CMS（キャッシュ・マネジメント・システム）での取引によるもので
あり、期中における増減額（純額）を記載しております。

11．1株当たり情報に関する注記
1株当たり純資産額 541円58銭
1株当たり当期純利益 96円03銭
（注）1株当たり純資産額は期末の発行済株式総数から期末の自己株式数及び期末の役員報酬BIP信託の保有に係る

当社株式数を控除した株式数を用いて算定し、1株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数から期中平均
自己株式数及び役員報酬BIP信託の保有に係る期中平均の当社株式数を控除した株式数を用いて算定しており
ます。
なお、当事業年度における役員報酬BIP信託の保有に係る期中平均の当社株式数は413,318株、期末の当社株
式数は399,810株であります。
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12．その他の注記
(1) 追加情報

（業績連動型株式報酬制度）
取締役等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する注記については、「連結注記表 11．その他の注
記」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。

(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立し、2026年
４月１日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、
2026年４月１日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金
負債については、法定実効税率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。
この変更により、事業年度の繰延税金負債（繰延税金資産の金額を控除した金額）が79百万円増加し、法人
税等調整額が18百万円、その他有価証券評価差額金が97百万円それぞれ減少しております。

（2) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。ただし、各比率、1株当たり純資産額及び1株当たり当
期純利益については、表示桁未満の端数を四捨五入して表示しております。
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監査報告
連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2025年5月23日

シチズン時計株式会社
取締役会 御中

監査法人日本橋事務所
東京都中央区

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 折登谷達也
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 千 葉 茂 寛

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、シチズン時計株式会社の2024年4月1日から

2025年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、シチズン時計株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の
財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立して
おり、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作

成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整
備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査

法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、

その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候がある
かどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、

その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書

類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算
書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視

することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連
結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場
合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、
将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、
並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適
切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任
がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識

別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他
の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を

遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガード
を適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ

き利害関係はない。
以 上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2025年5月23日
シチズン時計株式会社
取締役会 御中

監査法人日本橋事務所
東京都中央区

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 折登谷達也
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 千 葉 茂 寛

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第１号の規定に基づき、シチズン時計株式会社の2024年4月1日

から2025年3月31日までの第140期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行
った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作

成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整
備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、

その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど
うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、

その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視

することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算
書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、
重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する
計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事
象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並び
に計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識

別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他
の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を

遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガード
を適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上
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監査役会の監査報告
監 査 報 告 書

当監査役会は、2024年4月1日から2025年3月31日までにおける第140期事業年度の取締役の職務の
執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議のうえ、監査役全員の一致した意見によ
り、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について
報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、
取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努
めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社等において業務及び財産
の状況を調査いたしました。
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なも
のとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内
容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人
等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を
表明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び監査法人日本橋事
務所から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。
③ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基
本方針については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加
えました。
④ 子会社については、常勤監査役が重要な子会社の監査役を兼務しており、重要な子会社の取締
役会等に出席するほか、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に
応じて子会社から事業の報告を受けました。また、グループ監査の観点からは、各グループ会社
の常勤監査役をメンバーとするグループ監査役連絡会を定期的に開催し、意思疎通を図り、相互
に情報を伝達し、意見の交換等をいたしました。
⑤ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算
規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って
整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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2．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと
認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実は認め
られません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制
システムに関しては、その構築及び運用について継続的な改善が図られていることを確認してい
ます。当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、
財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。
④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基
本方針については、指摘すべき事項は認められません。当該基本方針に基づく取組みは、当社の
株主共同の利益を損なうものでなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでな
いと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 監査法人日本橋事務所の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人 監査法人日本橋事務所の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年5月29日

シチズン時計株式会社 監査役会
常勤監査役

（社外監査役） 赤 塚 昇
常勤監査役 柳 和 徳
監 査 役

（社外監査役） 石田八重子

以 上
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